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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１重合組成物を供給し；
　前記第１重合組成物上に第２重合組成物を所望のクラック模様に対応したパターンで供
給し；
　前記第１重合組成物の少なくとも一部が前記第２重合組成物の上部に移動するよう誘導
を開始し；さらにその後に、
　前記第１重合組成物と前記第２重合組成物とを硬化する段階からなり、ここで、前記第
１重合組成物及び前記第２重合組成物は、それぞれ、アクリル樹脂シロップ、開始剤、及
び無機充填物を含み、前記第１重合組成物と前記第２重合組成物との流動度の差が１ｃｍ
／ｍｉｎを超えることを特徴とするクラック模様を有する人造大理石を製造する方法。
【請求項２】
　前記第２重合組成物の上部は、前記第２重合組成物の上部表面を含むことを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１重合組成物は、流動度の範囲が１１ｃｍ／ｍｉｎないし１６ｃｍ／ｍｉｎであ
ることを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２重合組成物は、流動度の範囲が１０ｃｍ／ｍｉｎないし１４ｃｍ／ｍｉｎであ
ることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項５】
　前記第１重合組成物と前記第２重合組成物との流動度の差が１ｃｍ／ｍｉｎないし５ｃ
ｍ／ｍｉｎであることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　硬化した組成物の表面を磨く段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１～５のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１及び第２重合組成物の流動度は、前記組成物中の無機充填物の量を変化させる
ことにより調整されることを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１及び第２重合組成物の流動度は、前記組成物にポリメタクリレートを添加する
ことにより調整されることを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１重合組成物及び前記第２重合組成物は、それぞれ、マーブルチップをさらに含
むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１重合組成物及び前記第２重合組成物は、それぞれ、アクリル樹脂シロップ１０
０重量部、開始剤０．１ないし１０重量部及び無機充填物２０ないし２５０重量部を含む
ことを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１重合組成物と前記第２重合組成物は、それぞれ、マーブルチップ０ないし１０
０重量部をさらに含むことを特徴とする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２重合組成物は、前記第１重合組成物上にジグザグ状にもしくは直線状に供給さ
れることを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法で製造された、クラック模様を有する人造
大理石。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の人造大理石を含む成形体（article）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人造大理石または固体表面資材を製造する方法に関し、さらに詳しくは、異
なる粘度を有する少なくとも２つのスラリーを利用してクラック模様を有する人造大理石
を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、人造大理石は、台所用シンクの上板、洗面台、化粧台の上板、浴槽、カウンタ
ーの上板、壁材、ハウスインテリア素材などの資材として用いられる。ここで、「人造大
理石」は、「固体表面資材」とも称される。通常、アクリル人造大理石は、アクリル樹脂
シロップ、無機充填物、開始剤、顔料、硬化剤、及び分散剤を含む樹脂混合物を硬化させ
て製造する。人造大理石の外観を良くするために、例えば粉砕された人造大理石チップの
ような固体粒子が樹脂混合物に添加されることがある。ここで使われる用語の「チップ」
は、硬化された人造大理石を粉砕して製造された粒子を意味する。
【０００３】
　多様な目的のために、さまざまな模様とデザインを有する人造大理石が開発されてきた
。しかしながら、従来の人造大理石は、多様な模様の表現に限界があり、そのため消費者
の多様な需要を満たすことができない。
【０００４】
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　韓国特許第４１４６７６号公報には、ニトロセルロースラッカー（ｌａｃｑｕｅｒ）の
ようなクラック塗料を使用してクラック模様を有する人造大理石を製造する方法が開示さ
れている。しかしながら、この方法はゲルコーティング工程及び熱処理工程を要し、工程
が複雑となり且つ製造費用が増大する。本発明者らは、前記の問題点を解決するために、
異なる粘度を有する少なくとも２つのスラリーを使用して、クラック模様を有する人造大
理石を開発するに至った。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、クラック塗料を使用することなく、自然なクラック模様を有する人造
大理石を提供することにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、クラック模様の人造大理石を製造する簡単な方法を提供すること
にある。
　本発明の更に他の目的は、クラック模様が容易に調節される、クラック模様を有する人
造大理石の製造方法を提供することにある。
【０００７】
　本発明のその他の目的及び利点について、以下の開示及び添付された請求項から明らか
にする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一観点は、クラック模様を有する人造大理石を製造する方法を提供することに
ある。前記方法は、第１重合組成物を供給し；前記第１重合組成物上に第２重合組成物を
供給し；前記第１重合組成物の少なくとも一部が前記第２重合組成物の上部（ｕｐｐｅｒ
　ｐａｒｔ）に移動するよう誘導し；さらに、前記第１及び第２重合組成物を硬化する段
階からなる。前記方法において前記第１重合組成物は前記第２重合組成物より粘度が低い
ことを特徴とする。
【０００９】
　前記方法において、前記第２重合組成物の上部は、該第２重合組成物の上部表面（ｔｏ
ｐ　ｓｕｒｆａｃｅ）を含むことができる。前記第１重合組成物は、流動度の範囲が約１
１ｃｍ／ｍｉｎないし約１６ｃｍ／ｍｉｎとすることができる。前記第２重合組成物は、
流動度の範囲が約１０ｃｍ／ｍｉｎないし約１４ｃｍ／ｍｉｎとすることができる。前記
第１重合組成物と前記第２重合組成物との流動度 の差は約１ｃｍ／ｍｉｎを越えること
ができる。前記第１重合組成物と前記第２重合組成物との流動度の差は約１ｃｍ／ｍｉｎ
ないし約５ｃｍ／ｍｉｎでも良い。
【００１０】
　前記方法は、硬化した組成物の表面を研磨する段階をさらに含むことができる。前記方
法において、前記第１及び第２重合組成物は、それぞれ、アクリル樹脂シロップ、開始剤
、及び無機充填物を含むことができる。前記第１及び第２重合組成物の流動度は、前記組
成物中の無機充填物の量を変化させることによって調整することができる。前記第１及び
第２重合組成物の流動度は、前記組成物にポリメタクリレートを添加することにより調整
することができる。
【００１１】
　前記方法において、前記第１及び第２重合組成物は、それぞれ、マーブルチップをさら
に含むことができる。前記第１及び第２重合組成物は、それぞれ、アクリル樹脂シロップ
約１００重量部、開始剤約０．１ないし１０重量部、及び無機充填物約２０ないし２５０
重量部を含むことができる。前記第１及び第２重合組成物は、それぞれ、マーブルチップ
約０ないし１００重量部をさらに含むことができる。前記発明において、前記第２重合組
成物は前記第１重合組成物上にジグザグ状に、もしくは直線状に供給されることができる
。
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【００１２】
　本発明の他の観点は、前記方法により製造されたクラック模様を有する人造大理石を提
供することにある。
　本発明の更に他の観点は、前記人造大理石を含む成形体（ａｒｔｉｃｌｅ）を提供する
ことにある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に、表面にクラック模様を有する人造大理石の製造方法について説明する。一実施
例において、前記方法は異なる粘度を有する第１及び第２重合組成物（ｐｏｌｙｍｅｒｉ
ｃ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ）を製造し；成形セルに前記第１重合組成物を流し込み；前
記第１重合組成物上に前記第２重合組成物を注ぎ、重合組成物間の粘度差により前記第１
重合組成物の少なくとも一部が前記第２重合組成物の上部に移動するよう誘導し；前記２
つの重合組成物を硬化させてクラック模様を形成する段階を含む。前記方法において、第
１重合組成物の粘度は前記第２重合組成物の粘度より低い。前記方法は、硬化された組成
物の表面を磨く段階をさらに含むことができる。
〔重合組成物の製造〕
　一実施例によれば、前記第１及び第２重合組成物は、次のように製造される。前記第１
及び第２重合組成物は、それぞれ、アクリル樹脂シロップ、無機充填物、及び開始剤を含
むことができる。前記重合組成物は、さらに、マーブルチップ及び他の添加剤を含むこと
ができる。前記第１及び第２重合組成物は、同一もしくは類似の成分を含むことができる
。しかしながら、前記第１及び第２重合組成物は、異なる粘度を有するように調整される
。以下に、前記組成物の成分のそれぞれについて詳細に説明する。
【００１４】
　前記アクリル樹脂シロップは、少なくとも一つのアクリルポリマーを含むことができる
。一実施例において、前記アクリル樹脂シロップは１以上のアクリルモノマーを含み、必
要に応じてアクリルポリマーを１以上含む。他の実施例において、アクリル樹脂はポリア
クリレートを含むことができる。
【００１５】
　前記無機充填物は、本発明が属する技術分野に知られた如何なる種類の無機充填物でも
良い。前記無機充填物としては、例えば、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、及び水
酸化マグネシウムが挙げられるが、これに限定されるものではない。特に、水酸化アルミ
ニウムは、人造大理石に優れた透明度と優雅な外観を提供する。
【００１６】
　前記重合組成物は、さらに開始剤を含むことができる。前記開始剤としては、例えば、
ベンゾイルパーオキシド、ラウロイルパーオキシド、ブチルヒドロパーオキシド、及びク
メンヒドロパーオキシドのようなパーオキシド化合物と、アゾビスイソブチロニトリルの
ようなアゾ化合物を含むが、これらに限定されるものではない。
【００１７】
　ある実施例において、前記重合組成物はマーブルチップを含むことができる。前記マー
ブルチップは、任意の種類の固体材料から形成されることができる。マーブルチップの材
料として、例えば、人造大理石、天然大理石、及び岩石が挙げられるが、これに限定され
るものではない。本発明の実施例により製造された人造大理石は、粉砕された後マーブル
チップとして用いることもできる。
【００１８】
　マーブルチップは、多様な色、形態、及び大きさを有する。他の実施例において、前記
マーブルチップは組成物に使われた顔料の色とは異なる１またはそれ以上の色を有するこ
とができる。一実施例において、前記マーブルチップは約０．１ｍｍないし約５ｍｍの直
径もしくは粒子の大きさを有する。
【００１９】
　前記マーブルチップは、人造大理石や天然大理石もしくは岩石を所望の大きさの粒子に
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破砕し、または粉砕することにより製造される。他の実施例において、本発明の実施例に
したがって製造された人造大理石は、粉砕してマーブルチップとして用いることができる
。本発明が属する分野における通常の知識を有する者は、マーブルチップに好適な他の材
料、及び、マーブルチップを所望の大きさに製造するために好適な他の方法を理解するこ
とができる。
【００２０】
　前記重合組成物は、人造大理石製品の中に、本発明が属する技術分野に知られた他の多
様な添加物をさらに含むことができる。添加物としては、例えば、光安定剤、熱安定剤、
衝撃補強剤、難燃剤、滑剤、離型剤、顔料、及び 染料が挙げられるが、これらに限定さ
れるものではない。
【００２１】
　一実施例において、前記第１及び第２重合組成物は、それぞれ、前記アクリル樹脂シロ
ップ約１００重量部、前記開始剤約０．１ないし約１０重量部と無機充填物約２０ないし
２５０重量部を含む。前記第１及び第２重合組成物は、約０ないし１００重量部のマーブ
ルチップを含むこともできる。前記重合組成物の組成は、得られる人造大理石の所望の物
理的性質、色、模様、及び外観に応じて変えることができる。一実施例において、前記第
１及び第２重合組成物はスラリー状である。他の実施例において、前記第１及び第２重合
組成物は、人造大理石を形成するために用いることができる好適な形態を有することがで
きる。
【００２２】
　前記第１及び第２重合組成物の粘度は、お互いに異なる。前記組成物の粘度は、組成物
中のポリメタクリレート及び／又は無機充填物の量を調整することにより制御される。本
発明が属する分野における通常の知識を有する者は、前記重合組成物の粘度を制御する方
法を認識している。
【００２３】
　一実施例において、前記第１重合組成物は、前記第２重合組成物より低い粘度を有する
。前記第１及び第２重合組成物の粘度は、前記組成物中の前記無機充填物と前記マーブル
チップのために、通常の粘度計により測定できない。その代わりに、前記粘度は、流動度
により測定される。ここで用いられる「流動度」は、３０ｇのスラリーをガラス板上に落
として１分間スラリーを流動させた後、そのスラリーの直径を測定して得られる。流動度
の単位は、「長さ／時間」である。他の説明がない限り、ここでは流動度の単位として「
センチ／分（ｃｍ／ｍｉｎ）」が使用される。前記「流動度」が通常使われる「粘度」の
逆数ではないが、高い流動度は低い粘度を示す。言い換えれば、スラリーの流動度が高け
れば高いほどスラリーの粘度は低くなる。
【００２４】
　一実施例において、前記第１重合組成物は、約１１ないし１６ｃｍ／ｍｉｎの範囲の流
動度を有する（比重：約１．６２～１．４）。前記第２重合組成物は、約１０ないし１４
ｃｍ／ｍｉｎの範囲の流動度を有する（比重：１．６５～１．５）。一実施例において、
前記２つの重合組成物間の流動度の差は、約１ｃｍ／ｍｉｎを超え、任意に約１ｃｍ／ｍ
ｉｎないし約５ｃｍ／ｍｉｎである。クラック模様が現れるようにするためには、前記第
１重合組成物の流動度は、前記第２重合組成物のそれより高い必要がある。前記第１重合
組成物の流動度が前記第２重合組成物の流動度より低い場合、前記第１重合組成物の移動
が起こらず、そのためクラック模様は形成しない。前記重合組成物の流動度が高過ぎる場
合、または低過ぎる場合、工程の制御が困難となる。
〔人造大理石の製造〕
　一実施例において、人造大理石は次の工程により製造することができる。まず、前記第
１重合組成物を成形セルに流し込む。他の実施例において、前記第１重合組成物を、適切
な人造大理石の枠（ｆｒａｍｅ）を提供する鋳型（ｍｏｌｄ）に供給することができる。
次に、前記第２重合組成物を前記第１重合組成物上に注ぐ。
【００２５】
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　次に、前記第１重合組成物は、前記第２重合組成物の上部へ移動するように誘導される
。このような移動は、前記第１組成物と第２組成物との間の粘度もしくは流動度の差によ
ってもたらされる。前記第１重合組成物は、低い粘度（即ち、高い流動度）を有している
から、少なくとも前記組成物の一部は、前記第２重合組成物の上部もしくは上部表面へ移
動する。それに対して、高い粘度（即ち、低い流動度）を有する前記第２重合組成物の少
なくとも一部は、前記第１重合組成物の低い部分へ移動する。一実施例において、前記移
動は、前記第１重合組成物が前記第２重合組成物の表面に現れ始めてから前記２つの重合
組成物が完全に硬化されるまでの間に許容される。好ましくは、前記移動は多くても約１
時間、更に好ましくは、約１秒～約４０分間起こる。
【００２６】
　前記第２重合組成物を前記第１重合組成物上に注ぐ方法を変えることにより、クラック
模様を、変化させることができる。一実施例において、前記第２重合組成物が前記第１重
合組成物上にジグザグ状に注がれ、これにより不連続的なクラック模様が得られる。他の
実施例では、前記第２重合組成物が前記第１重合組成物上に一直線状に注ぐことができ、
その結果、連続的なクラック模様が得られる。
【００２７】
　前記２つの重合組成物は、所望の程度まで前記移動が起こった後、通常の方法にしたが
い硬化され、硬化された製品は、その表面にクラック模様を有する。一実施例において、
前記硬化は、単に約１５℃～約８０℃の温度に前記組成物を露出させることにより、自動
的に行うことができる。
【００２８】
　前記硬化された組成物は、研磨により滑らかな表面を有することができる。 前記研磨
は、サンディングなどのように、本発明が属する技術分野において知られた方法により行
うことができる。
【００２９】
　本発明は下記の実施例によって更に容易に理解することができる。下記の実施例は本発
明の例示のためのものであり、添付された特許請求の範囲により限定される保護範囲を制
限するものではない。下記の実施例において、「部」及び百分率は、特に指定のない限り
、「重量部」及び「重量％」を意味する。
［実施例１］
　重合組成物の製造を、次の通り行った。第１樹脂混合物の製造を、ポリメチルメタクリ
レート３０重量％及びメチルメタクリレート約７０重量％からなるメチルメタクリレート
シロップ１００重量部、水酸化アルミニウム１００重量部、過酸化ベンゾイル１重量部、
及び白色顔料０．１重量部を混合することによって行った。前記第１樹脂混合物の流動度
は１３．５ｃｍ／ｍｉｎであった。
【００３０】
　第２樹脂混合物については、水酸化アルミニウムにつき１００重量部の代わりに１６０
重量部用いたことを除き、前記第１重合組成物と同様に調製した。前記第２樹脂混合物の
流動度は１０．１ｃｍ／ｍｉｎであった。
【００３１】
　これらの重合組成物を利用して、下記の過程により人造大理石を形成した。前記第１重
合組成物を、コンベヤベルト上に注いだ。次に、この第１重合組成物上に前記第２重合組
成物をジグザグ状に注いだ。前記第１重合組成物を、次に、前記第２重合組成物の上部へ
移動するように誘導した。コンベヤベルトが動いている間に、コンベヤベルト上の前記２
つの重合組成物が硬化して、クラック模様を有するマーブルが得られた。得られた製品の
表面パターンを図１（Ａ）に示した。
［実施例２］
　実施例２においては、第１重合組成物の製造を、水酸化アルミニウムについて１００重
量部の代わりに８０重量部を用いた以外は、上記第１重合組成物と同様に行った。前記第
１重合組成物の流動度は、１５．７ｃｍ／ｍｉｎであった。第２重合組成物として流動度
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１３．５ｃｍ／ｍｉｎを有する前記実施例１の第１樹脂混合物を使用した。
【００３２】
　前記第１重合組成物を、コンベヤベルト上に注ぎ、この第１重合組成物上に前記第２重
合組成物を直線状に注いだ。前記第１重合組成物を、前記第２重合組成物の上部へ移動す
るように誘導した。コンベヤベルトが動いている間に、コンベヤベルト上の前記２つの重
合組成物が硬化して、クラック模様を有するマーブルが得られた。得られた製品の表面パ
ターンを、図１（Ｂ）に示した。
［比較例１］
　比較例１において、第１重合組成物の製造を、水酸化アルミニウムにつき１００重量部
の代わりに１０５重量部用いた以外は、上記第１重合組成物と同様に行った。前記第１重
合組成物の流動度は１３．２ｃｍ／ｍｉｎであった。第２重合組成物の製造を、水酸化ア
ルミニウムにつき１００重量部の代わりに６０重量部用いた以外は、前記第１重合組成物
と同様に行った。前記第２重合組成物の流動度は１６．４ｃｍ／ｍｉｎであった。実施例
１と同様に人造大理石を形成した。実施例１及び２並びに比較実施例１の結果を表１に表
した。
【００３３】
【表１】

【００３４】
　本発明を、ある実施例により説明したが、この分野における通常の知識を有する者にと
って自明な他の実施例については、ここに示した特徴および利点のすべてを与えていない
実施例も含めて、本発明の領域に含まれる。したがって、本発明の領域は、添付された請
求項によってのみ定義される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１（Ａ）及び図１（Ｂ）は、それぞれ実施例１及び実施例２で得られた人造大
理石の表面パターンを示す写真である。
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